
第３回 古川流域の総合的な治水対策協議会

日時：平成３１年３月２６日(火)

１４:３０～

場所：秋田市職員研修棟 ２階

第１・第２研修室

次 第

１ 開 会

２ 配布資料の確認

３ 委員紹介

４ 会長あいさつ

５ 議 事

(1) 各機関の緊急対策実施後の浸水シミュレーション結果

(2) 目標とする安全度(被害軽減目標)

(3) 古川流域に適用可能な治水対策の候補と比較

(4) 今後の検討課題とスケジュール

６ そ の 他

７ 閉 会
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第３回古川流域の総合的な治水対策協議会

出席委員名簿

氏 名 役 職 備 考

平山 義尚 秋田市建設部 部長 協議会会長
ひらやま よしなお

齊藤 正道 秋田河川国道事務所 副所長 秋田河川国道事務所
さいとう まさみち

所長代理

佐藤 和義 秋田県建設部 建設技監
さ とう かずよし

金森 久幸 秋田市上下水道局 理事
かなもり ひさゆき
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参考資料－１ 

「古川流域の総合的な治水対策協議会」規約 

 

（趣 旨） 

第１条 本会の名称は、「古川流域の総合的な治水対策協議会」（以下「協議会」と

いう。）とする。 

（目 的） 

第２条 協議会は、古川流域で近年頻発している浸水被害を踏まえ、秋田市・秋田

県・国が連携して現状を把握し、対応方法を検討してそれぞれの役割を確認、

分担して対策を行うことで被害を軽減することを目的とする。 

（協議会） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会には、別表２の職にある者からなる作業部会を置き、必要事項の調

整検討を行う。 

３ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 事務局は、第 1項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に

応じて別表１の職にある者以外の者(学識経験者等)の参加を求めることがで

きる。 

（会長） 

第４条 協議会には、会長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

   ２ 会長は、協議会の運営と進行を総括する。 

（公開） 

第５条 協議会の公開方法については協議会で定める。 

（協議会資料等の公表） 

第６条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただ

し、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了

解を得て公表しないものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確

認を得た後、公表するものとする。 

（事務局） 

第７条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 協議会の事務局は、秋田市 建設部 道路建設課に置く。 

（雑 則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会

に諮り決定する。 

（附 則） 

第９条 この規約は、平成３０年８月１７日から施行する。 
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参考資料－１ 

別表１ 古川流域の総合的な治水対策協議会 委員 

国土交通省 

東北地方整備局 
秋田河川国道事務所 所長 

秋田県 建設部 建設技監 

秋田市 上下水道局 理事 

秋田市 建設部 部長 

別表２ 古川流域の総合的な治水対策協議会 作業部会 

国土交通省 

東北地方整備局 
秋田河川国道事務所 副所長 

国土交通省 

東北地方整備局 

秋田河川国道事務所 

工務第一課 
課長 

国土交通省 

東北地方整備局 

秋田河川国道事務所 

調査第一課 
課長 

秋田県 
建設部 

河川砂防課 
班長 

秋田県 
秋田地域振興局 

建設部 企画・建設課 
課長 

秋田県 
秋田地域振興局 

建設部 保全・環境課 
課長 

秋田市 
上下水道局 

下水道整備課 
課長 

秋田市 建設部 次長 

秋田市 
建設部 

道路建設課 
課長 
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参考資料－２ 

 

「古川流域の総合的な治水対策協議会」に関する公開方法 

 

 

１ 会議等の公開 

(1) 会議、会議資料及び議事概要は公開するものとする。ただし、特段の理由が

あるときには、会議、会議資料および議事概要を非公開とすることが出来る。 

(2) 前項ただし書きの場合において、その理由を明示し、会議、会議資料および

議事概要の全部または一部を非公開とすることが出来る。 

 

２ 議事概要 

・古川流域の総合的な治水対策協議会の議事概要については、事務局が作成する

ものとする。 

 

３ 公開の方法 

・会議の公開方法は、別に定める傍聴規程によるものとする。 

・会議資料および議事概要についての公開方法は、インターネットホームページ

への掲載によるものとする。 
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参考資料－２ 

 

「古川流域の総合的な治水対策協議会」に関する傍聴規程 

 

 

１ 「古川流域の総合的な治水対策協議会」は公開とする。 

２ 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。 

３ 会議の傍聴は、次に定めるところにより実施するものとする。 

(1) 傍聴人は、一般傍聴人と報道関係者とする。 

(2) 傍聴席は、一般傍聴人席と報道関係者席に区分するものとする。 

(3) 一般傍聴人の定員は、会場の状況により会長が判断するものとする。 

(4) 次の事項に該当する者は傍聴席に入ることができない。 

1) 危険な物を携帯している者 

2) 張り紙、ビラ、プラカード、のぼりの類を携帯している者 

3) 酒気を帯びていると認められる者 

4) その他協議会の会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認め

られる者 

(5) 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 

1) 協議会の会議における言論に対し、拍手、その他により、公然と可否を表明

しないこと。 

2) 騒ぎ立てる等、協議会の会議を妨害しないこと。 

3) 鉢巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。 

4) 飲食又は喫煙をしないこと。 

5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。 

6) その他協議会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為はしないこと。 

(6) 傍聴人は、会議で非公開とする議題があったときは、事務局の指示により、速

やかに退場しなければならない。 

(7) 傍聴人は、会議の傍聴にあたっては、事務局の指示に従わなければならない。 

(8) 事務局は、傍聴人が上記に違反したときは、これを退場させることができる。 
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第3回

古川流域の総合的な治水対策協議会

平成31年3月26日

東北地方整備局

秋田河川国道事務所

- 7 / 27 -



月 日 協議会等 目 的 内 容

2018/ 8/17 第1回 協議会 ・協議会の設立
・協議会の設立
・検討項目と役割を確認

2018/ 10/11 合同現地調査 ・現状把握
・現地状況の情報共有
・現時点での緊急的な対応内容の確認

2018/11/20 第2回 協議会 ・取組状況の共有
・基礎データの収集
・浸水要因の想定

2018/11/22 大住学区振興会主催
「豪雨災害への対応」

・取組状況の共有
・作業部会が参加
・市、県、国で構成する治水対策協議会の設立報告
・現時点での取組状況を報告

2019/3/26 第3回 協議会 ・治水対策のあり方
・治水対策の目標
・治水対策案の一次選定

• 秋田市(河川、下水道)、秋田県、国の担当者による作業部会を設け、連携した取組を実施。
• ４者合同での現地調査を実施。
• 平成30年度に実施可能な当面の対応について各機関で実施。
• 地元自治会から要望のあった取組状況の説明を作業部会のメンバーで実施。
• 作業部会による適用可能な治水対策案の候補選定

これまでの取り組みこれまでの取り組み
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第2回協議会での主な意見第2回協議会での主な意見

2

①平成30年5月豪雨よりも、浸水被害が大きかった平成29年7月豪雨の検証を行うこと。
②現在、古川では洲ざらいをやっており、猿田川でも洲ざらいを実施する予定である。
また、国も雄物川の河道掘削、樹木伐採を実施していく。これらの対策実施後に
平成29年7月豪雨が発生した場合の浸水状況について次回協議会で報告すること。

①、②への対応として、H29.7洪水の検証を行い、浸水メカニズムの推定を行い、古川で
の治水上の課題について整理した。また、各機関緊急対策実施後の浸水状況について確認
した。これらの結果を踏まえ、以下の検討を実施した。
・目標とする治水安全度（案）の設定
・目標とする水位低減量の設定
・適用が可能な治水対策の案や候補の抽出（単独案での検討）

第3回協議会

- 9 / 27 -



H29.7洪水及びH30.5洪水の概要H29.7洪水及びH30.5洪水の概要

秋田（気）

雄和（気）

古川流域

秋田（気）

古川流域

雄和（気）

平成29年7月洪水累加雨量 平成30年5月洪水累加雨量

H29.7洪水は雄和雨量
観測所付近で雨量が大

きく、累加雨量分布図よ

り、古川流域の雨量は

雄和雨量観測所の降雨

状況に近いと考えられ

るため雄和雨量観測所

の雨量で整理した。

平成29年7月洪水ハイエト・ハイドログラフ 平成30年5月洪水ハイエト・ハイドログラフ3 - 10 / 27 -



H29.7洪水及びH30.5洪水時の再現結果 ＜モデル精度向上のための検討条件＞H29.7洪水及びH30.5洪水時の再現結果 ＜モデル精度向上のための検討条件＞

4

氾濫解析モデルの
更新状況

氾濫解析モデルの概要

氾濫解析モデルイメージ図

地盤高

凡 例
一次元不定流計算
実施範囲
平面二次元不定流計算
実施範囲

旧雄物川

旭川

太平川

猿田川

古川

古川排水樋門

雄物川

※河口部に深浦潮位（気象庁）を与えた。 ※牛島水位観測所（県）に流量を与えた。牛島水位観測所に与えた
流量を面積比で換算し、
旭川に与えた。

※古川排水樋門外水位を与えた。
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5/17 5/18 5/19 5/20 5/21※LPデータ
レーザーを連続して照射し、対象物に反
射して戻ってくる時間と照射角度から、地
形や構造物の形状を広い範囲で面的に計
測できる装置の意味で、その測量成果を
「LPデータ」と称している。

ポンプ排水の考慮

下水道断面の更新

河道断面の更新

水路の考慮

※流量はH30.5洪水を例として示した。

条　　件

古川及び猿田川氾濫域

対象洪水
H29.7洪水及びH30.5洪水
秋田（気象庁）及び雄和（気象庁）雨量観測所データより流域
平均雨量を設定

流出解析モデル
貯留関数法と合成合理式により検討し、再現精度のよい貯留
関数法を採用

追跡手法 平面二次元不定流計算

流域粗度
治水経済調査マニュアル（案）　平成17年4月に基づき、宅地
面積により推定した家屋占有率を用い、合成粗度係数は水深
の関数として設定した

地盤高データソース
基盤地図情報（数値標高モデル）
5mメッシュ地盤高（2015年）

メッシュ長 約10mの矩形メッシュ（3次メッシュ10,000分割）

手法 一次元不定流計算（リープ・フロッグ）

対象河川 旧雄物川、旭川、大平川、猿田川、古川

河道条件
洪水発生時点の現況河道

(古川については、一部LPデータ※を基に作成)

下流端水位 深浦実績潮位（気象庁）

粗度係数
n=0.018～0.130
※観測所水位に整合するよう調整して設定

手法 樋門流出式により算出

樋門形状 河川工作物施設台帳より設定

樋門流下モデル
（古川排水樋門）

項　目

解析対象範囲

外力条件

氾濫モデル

河道モデル

- 11 / 27 -



H29.7洪水及びH30.5洪水時の再現結果 ＜H29.7洪水再現結果＞H29.7洪水及びH30.5洪水時の再現結果 ＜H29.7洪水再現結果＞

5

H29.7洪水の流量算出結果（貯留関数モデル）

更新した氾濫解析モデルを用いて、
H29.7洪水の再現計算を実施した。

H29.7洪水における最大浸水区域図(再現計算結果)

凡例

：実績浸水範囲
（国交省調べ）

：河川・水路

仁井田水位観測所（県）

①猿田川水位（背水）の
影響及び②下水道の流
入先の水位が高い

①猿田川水位
(背水)の影響

②流下能力不足

①猿田川水位
（背水）の影響
及び③流下能
力不足

①古川排水樋門操作によ
る内水位（古川の水位）

※雨量は総雨量の分布状況より、古川流域の降雨状況に近い
雄和雨量観測所（気）の雨量を用いた。
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H29.7洪水及びH30.5洪水時の再現結果 ＜H30.5洪水再現結果＞H29.7洪水及びH30.5洪水時の再現結果 ＜H30.5洪水再現結果＞

6

H30.5洪水の流量算出結果（貯留関数モデル）

更新した氾濫解析モデルを用いて、
H30.5洪水の再現計算を実施した。

H30.5洪水における最大浸水区域図(再現計算結果)

仁井田水位観測所（県）

①猿田川水位
（背水）の影響

①猿田川水位（背
水）の影響及び③
流下能力不足

①古川排水樋門操作によ
る内水位（古川の水位）

①猿田川水位（背水）の
影響及び②下水道の流
入先の水位が高い

②流下能力不足

※雨量は秋田雨量観測所（気）と雄和雨量観測所（気）の雨量を
用いて、ティーセン分割により設定した。

凡例

：実績浸水範囲
（国交省調べ）

：河川・水路
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浸水被害の要因分析＜H29.7洪水、H30.5洪水における浸水メカニズムの推定＞浸水被害の要因分析＜H29.7洪水、H30.5洪水における浸水メカニズムの推定＞

H29.7洪水、H30.5洪水における浸水メカニズムの推定

（1）古川上流（古川排水樋門上流）
①雄物川本川(外水位)の影響
排水ポンプ車により排水が行われたが、雄物川の水位上昇時間が長く、古川上流部で

は低地部の田圃で浸水が生じたことが考えられる。
②古川流下能力不足
古川の流下能力不足により古川沿川の家屋や田圃等で浸水被害が生じたと考えられる。

（2）古川下流（古川排水樋門下流）
①猿田川水位(背水)の影響
古川合流先の猿田川の水位が高く、古川下流部は猿田川からの背水の影響により浸

水したと考えられる。
②下水道の排水先の水位が高い
下水道流域に降った雨の時刻と下水道の排水先の河川水位のピークが近く、雨水の
排水に支障が生じたとともに、排水先からの背水の影響等により浸水したと考えられ
る。
③古川流下能力不足
古川の流下能力不足により古川沿川の家屋や田圃で浸水被害が生じたと考えられる。
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浸水被害の要因分析＜古川治水上の課題＞浸水被害の要因分析＜古川治水上の課題＞

8

（1）古川上流（古川排水樋門上流）
①雄物川本川の影響の低減

H29.7洪水及びH30.5洪水ともに、雄物川の水位が高く、古川排水樋門を閉め、排水ポ
ンプ車による排水も行われたが、古川排水樋門を閉鎖している時間が長く、田圃で浸水
が生じている。雄物川を掘削し水位を低下させる等により、雄物川本川の影響を低減さ
せることが課題と考えられる。
②古川流下能力向上

古川の現況流下能力が小さな区間があり、この区間では現況流下能力不足により、浸
水が生じていると考えられる。

（2）古川下流（古川排水樋門下流）
①猿田川背水の影響の低減

古川排水樋門下流～猿田川合流点の区間は、猿田川の背水の影響があることから、
猿田川の背水の影響を低減させることで治水安全度が向上すると考えられる。また、
猿田川の背水の影響を低減することができれば、下水道の吐口（古川）の水位も低下
させることができ、下水道管渠沿い（大住地区等）の浸水被害を軽減が期待できる。
②古川流下能力向上

古川の現況流下能力が小さな区間があり、この区間では現況流下能力不足により、
浸水が生じていると考えられる。

- 15 / 27 -



各機関緊急対策実施後の浸水状況各機関緊急対策実施後の浸水状況

9

H29.7洪水及びH30.5洪水を受け、秋田県、秋田市、国では緊急対策を進めている。
秋田県：猿田川掘削＋排水ポンプ車（H30.12配備）
秋田市：古川掘削
国 ：雄物川の樹木伐採及び掘削＋排水ポンプ車

各機関緊急対策実施後

雄物川掘削・伐採

古川掘削

猿田川掘削

H29.7再現計算

浸水区域に大きな変
化は見られない

雄物川と古川の掘削によ
り浸水区域が減少する。
御野場地区は床上浸水
が解消される。

浸水面積約110ha 浸水面積約80ha
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目標とする治水安全度の案目標とする治水安全度の案

目標とする治水安全度は、H29.7洪水規模で、床上浸水被害の解消とする。

①現況の治水安全度
秋田雨量観測所の時間雨量で評価すると、H29.7月洪水（55.5mm/h）より少ない雨量
のH30.5月（22.0mm/h）の降雨でも宅地が浸水している。

②近隣地域との計画規模のバランス
H29.7月洪水で被災を受けた雄物川上流部における対策の計画規模は、H29.7月洪水

規模としている。

③床上浸水被害の解消
被災後、通常生活への復旧に多大な労力を要し、経済的・身体的に大きな負担とな

る床上浸水被害の解消を図る。
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床上浸水被害の解消を目標とする理由について床上浸水被害の解消を目標とする理由について

①床上浸水対策特別緊急事業の概要
床上浸水対策特別緊急事業（床上事業）は、

被災後、通常生活への復旧に多大な労力を要し、
経済的・身体的に大きな負担となる床上浸水
被害が頻発している地域において、特に対策を
促進する必要がある河川を対象として、概ね
5年間で対策を実施し、再度災害の防止を図る
ものです。

②古川近隣地域での床上事業の実施状況
秋田県管理の新波川では、平成29年7月豪雨

を受け、家屋浸水等の甚大な被害が発生した
ことから、平成29年7月豪雨と同規模の洪水に
対して再度災害防止を目標として、河道掘削、
築堤等の床上事業が実施されている。

①及び②を参考に、古川においても床上浸水被害の解消を目標とした。

11

河川事業における再度災害防止対策の例

再度災害防止＝床上浸水被害を解消
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H29.7月洪水において床上浸水被害を解消するため、床上浸水家屋周辺の水位低減目標を
設定した。治水対策の目標とする水位低減量は、住宅が密集している大住地区の水位
T.P.4.06mを目標に対策案毎の必要施設規模を検討した。
雄物川水位(古川排水樋門外水位)は、激特事業完了後を想定した水位ハイドロを設定した。

また、古川からの溢水は築堤等により溢水は生じない条件とした。

目標とする水位低減量目標とする水位低減量

12

潟中町地区
浸水位概ねT.P.4.28ｍ(床上27cm)
→対策後浸水位T.P.4.01m(床上浸水解消)

小中島地区
浸水位概ねT.P.4.33ｍ(床上5cm)
→対策後浸水位T.P.4.28m(床上浸水解消)

字新中島地区
古川築堤により、床上浸水解消

最大浸水区域図(古川からの溢水なし)

大住地区
浸水位概ねT.P.4.19ｍ(概ね床上13cm)
→対策後浸水位T.P.4.06m(床上浸水解消)

牛島地区
浸水位概ねT.P.4.27ｍ(概ね床上14cm)
→対策後浸水位T.P.4.13m(床上浸水解消)

御野場地区
各機関緊急対策等により、
床上浸水解消

古川改修イメージ

古川築堤
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適用が可能な治水対策の案や候補適用が可能な治水対策の案や候補

古川流域に適用可能な治水対策(案)

（1）流す
①河川改修案
②スムーズな合流とする案
③放水路案（猿田川→旧雄物川）
⑤古川と猿田川合流点に樋門設置＋放水路案
（古川→雄物川）

（2）貯める
④猿田川上流遊水地案
⑥古川と猿田川合流点に樋門設置＋遊水地案
⑦雨水貯留施設案

（3）強制的に雨水を排水
⑧古川と猿田川合流点に樋門設置＋排水機場
設置案

⑨古川と猿田川合流点に樋門設置＋排水機場
＋放水路案

対策手法 場所による 排水方式
区分 区分 区分

浸水対策方式

ハード 流出域

浸水区域

本川

自然排水

水門締切

● 山水の分離（放水路など）
● 調整池などの貯留施設

● 河川の改修（河道付替えを含む）
● 放水路
● 遊水地
● 排水機場（放水路用ポンプを含む）
● 排水機場（2次内水ポンプ）

● 堤脚水路（副水路）
● サイホン

● 河川の改修（河道付替えを含む）
● 排水機場（放水路用ポンプを含む）
● 放水路
● 遊水地（調整池）
● 越流堤（農地等に湛水させる）

● 河道改修

ソフト 流出域

浸水区域

● 保水機能の保全
（浸透施設による流出抑制）

● 土地利用規制・誘導（緑地保全等）

● 土地利用規制・誘導
（遊水区域の特定化等）

● 家屋・施設の耐水化
● （地盤嵩上げ,輪中堤,移転等）
● 遊水機能の保持（盛土抑制・規制等）
● 水害被害救済制度（水害保険等）
● 警戒避難体制の強化
（ハザードマップ等を含む）

2次内水対策

河川から見た浸水対策方式の種類と分類(例)（内水処理計画策定の手引きより）

13

①、②
③、⑤
④

⑧、⑨
⑨
⑥、⑦
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対策案の代表事例（1）対策案の代表事例（1）

14

出典：http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisyah/5106_kisya_preview.html

出典：http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00040.html
出典： http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index050.html

引堤

遊水地案の事例：鶴見川多目的遊水地河川改修案の事例：須川引堤事業

放水路案の事例：首都圏外郭放水路

第４区トンネルシールドマシン
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対策案の代表事例（2）対策案の代表事例（2）

15

出典：http://www.pref.osaka.lg.jp/ne/sougoutisui/haisui.html 出典：http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1464572915707/simple/

排水機場の事例：平野川分水路排水機場 雨水貯留施設の事例：大洲雨水貯留施設
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対策案比較表（1）対策案比較表（1）

16

旭川等

猿田川

猿田川

古川

・概算事業費はイニシャルコストで整理しており、ランニングコストは考慮していない。
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対策案比較表（2）対策案比較表（2）

17

猿田川

古川
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対策案比較表（3）対策案比較表（3）

18

古川
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対策案比較表 まとめ対策案比較表 まとめ

19 ※被害軽減目標を実現可能な案のみ抽出。

旭川等

猿田川

猿田川 古川
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今後の進め方今後の進め方

20

検討項目 検討内容

ハード対策 ・組み合わせによる最適な対策案の検討

ソフト対策 ・施設機能を超過する降雨も見据えた対策の検討

対策計画 ・ハード対策、ソフト対策を含んだ対策計画の策定
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